
 東灘区社会福祉協議会では、令和元年度赤い羽根共同募金配分金を活用した、 

「ひがしなだ 寄り添い活動応援助成」の申請団体を募集いたします 

～東灘区の福祉課題を抱える人に寄り添う活動を応援します！～ 

令和元年度 神戸市東灘区社会福祉協議会 

ひがしなだ 寄り添い活動応援助成  

社会福祉法人 神戸市東灘区社会福祉協議会 

〒658-8570 東灘区住吉東町5-2-1 東灘区役所5階（55番窓口） 

電話 078(841)4131 内線419  FAX 078(841)7999 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@higashinada-syakyo.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.higashinada-syakyo.or.jp/ 

助成概要（詳しくは、募集要項をご覧ください。） 

 

助成対象事業 
病気や障がい、家庭環境等さまざまな事情で 

福祉課題を抱える方やそのご家族等を支援する事業 

対象団体 東灘区内において、社会福祉を目的に活動する団体 

助成金額 

①前年度以前から実施している事業  上限 100,000円 

②今年度新たに立ち上げる事業    上限 200,000円 

③単発の事業            上限  50,000円 

事業実施期間 平成31年4月1日～令和２年3月31日 

対象経費 

申請事業に使用する会場費、消耗器具費、通信費、講師謝金、旅

費交通費、広報印刷費、保険料、備品購入費（カメラやビデオ、

またパソコン、タブレットなどは用途に応じて要相談）等のう

ち、審査会で必要と認められたもの 

  

※以下の経費は対象外とします 

団体職員の人件費、事務所の維持管理費や借上費、事業に直接必要とされな

い経費、団体構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費および飲食にか

かる経費 

申請締め切り （一次）令和元年7月31日（水） （二次）同10月31日（木） 必着 

申請の流れ    
        

募集要項について 

申請書提出前に、担当者がヒアリングをさせていただきますので、まずは電話等でお問い合わせください。 

一次 

二次 

募集要項について 東灘区社会福祉協議会窓口配付またはホームページよりダウンロードできます。 

応募してね


